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協議第１８号

協 議 会 協 議 項 目 （ 案 ）

津 地 区 合 併 協 議 会

各種事務事業の取扱いについて
環境対策関係（その１）



1

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

関　係　項　目 　　　環境対策関係 分　   科　   会 し尿等処理分科会

協　議　項　目 25　各種事務事業の取扱い 専　門　部　会 環境部会

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町
し尿処理業及び浄
化槽清掃業の許可

許可業者実数　４業者
許可内訳
・収集運搬業許可
　し尿　　３業者
　浄化槽汚泥　４業者
・浄化槽清掃業許可　４業者

許可業者実数　８業者
許可内訳
・収集運搬業許可
　し尿　　８業者
　浄化槽汚泥　６業者
・浄化槽清掃業許可　６業者

許可業者実数　１業者
許可内訳
・収集運搬業許可
　し尿　　１業者
　浄化槽汚泥　１業者
・浄化槽清掃業許可　１業者

許可業者実数　１業者
許可内訳
・収集運搬業許可
　し尿　　１業者
　浄化槽汚泥　１業者
・浄化槽清掃業許可　１業者

許可業者実数　１業者
許可内訳
・収集運搬業許可
　し尿　　１業者
　浄化槽汚泥　１業者
・浄化槽清掃業許可　１業者

許可業者実数　１業者
許可内訳
・収集運搬業許可
　し尿　　１業者
　浄化槽汚泥　１業者
・浄化槽清掃業許可　１業者
ただし、一部地域、生し尿の収
集運搬を許可業者に委託してい
る。

　　　　許可申請手数料 ・収集運搬業許可申請手数料
　　　　　　　１件につき３，０００円
・収集運搬業許可更新申請手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・収集運搬業の変更許可申請手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・浄化槽清掃業許可申請手数料（新規）
　　　　　　　１件につき７，０００円
・浄化槽清掃業許可申請手数料（更新）
　　　　　　　１件につき３，５００円
・収集運搬業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき１，０００円
・浄化槽清掃業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円

・収集運搬業新規許可申請手数料
　　　　　　　１件につき４，０００円
・収集運搬業更新許可申請手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・収集運搬業の変更許可申請手数料
　　　　　　　１件につき１，０００円
・浄化槽清掃業新規許可申請手数料
　　　　　　　１件につき４，０００円
・浄化槽清掃業更新許可申請手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・収集運搬業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき１，０００円
・浄化槽清掃業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円

・処理業新規許可手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・処理業更新許可手数料
　　　　　　　１件につき１，０００円
・処理業変更許可手数料
　　　　　　　１件につき１，０００円
・浄化槽清掃業新規許可手数料
　　　　　　　１件につき５，０００円
・浄化槽清掃業更新許可手数料
　　　　　　　１件につき２，５００円
・処理業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき　　５００円
・浄化槽清掃業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき１，０００円

・処理業新規許可手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・処理業更新許可手数料
　　　　　　　１件につき１，０００円
・処理業変更許可手数料
　　　　　　　１件につき１，０００円
・浄化槽清掃業新規許可手数料
　　　　　　　１件につき３，０００円
・浄化槽清掃業更新許可手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・処理業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・浄化槽清掃業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円

・収集運搬業許可申請手数料
　　　　　　　１件につき３，０００円
・収集運搬業許可更新申請手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・収集運搬業の変更許可申請手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・浄化槽清掃業許可申請手数料（新規）
　　　　　　　１件につき３，０００円
・浄化槽清掃業許可申請手数料（更新）
　　　　　　　１件につき２，０００円
・収集運搬業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・浄化槽清掃業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円

・収集運搬業許可申請手数料
　　　　　　　１件につき３，０００円
・収集運搬業許可更新申請手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・収集運搬業の変更許可申請手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・浄化槽清掃業許可申請手数料（新規）
　　　　　　　１件につき３，０００円
・浄化槽清掃業許可申請手数料（更新）
　　　　　　　１件につき２，０００円
・収集運搬業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・浄化槽清掃業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
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様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容 １．津市の例により調整する。（合併と同時）

構 成 市 町 村 の 現 況
調整の具体的内容

香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町 美　杉　村
許可業者実数　２業者
許可内訳
・収集運搬業許可
　し尿　　２業者
　浄化槽汚泥　２業者
・浄化槽清掃業許可　２業者

許可業者実数　４業者
許可内訳
・収集運搬業許可
　し尿　　４業者
　浄化槽汚泥　４業者
・浄化槽清掃業許可　４業者

許可業者実数　１業者
許可内訳
・収集運搬業許可
　し尿　　１業者
　浄化槽汚泥　１業者
・浄化槽清掃業許可　１業者

許可業者実数　１業者
許可内訳
・収集運搬業許可
　し尿　　１業者
　浄化槽汚泥　１業者
・浄化槽清掃業許可　１業者

・収集運搬業の許可
　　　　　　　１件につき４，０００円
・収集運搬業許可更新
　　　　　　　１件につき２，０００円
・収集運搬業・処分業の変更の許可
　　　　　　　１件につき２，０００円
・浄化槽清掃業の許可
　　　　　　　１件につき４，０００円
・浄化槽清掃業の更新の許可
　　　　　　　１件につき２，０００円
・亡失又はき損による許可証の再交付
　　　　　　　１件につき１，０００円
・

・処分業の許可
　　　　　　　１件につき４，０００円
・処分業の許可の更新
　　　　　　　１件につき２，０００円

・処理業新規許可手数料
　　　　　　　１件につき４，０００円
・処理業更新許可手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・処理業変更許可手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・浄化槽清掃業新規許可申請手数料
　　　　　　　１件につき４，０００円
・浄化槽清掃業更新許可手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・処分業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき１，０００円
・浄化槽清掃業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき１，０００円

・処分業新規許可手数料
　　　　　　　１件につき４，０００円
・処分業更新許可手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・処分業変更許可手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・浄化槽清掃業新規許可申請手数料
　　　　　　　１件につき４，０００円
・浄化槽清掃業更新許可手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・処分業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき１，０００円
・浄化槽清掃業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき１，０００円

・収集運搬業許可申請手数料
　　　　　　　１件につき４，０００円
・収集運搬業許可更新申請手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・収集運搬業の変更許可申請手数料
　　　　　　　１件につき２，０００円
・浄化槽清掃業許可申請手数料（新規）
　　　　　　　１件につき４，０００円
・浄化槽清掃業許可申請手数料（更新）
　　　　　　　１件につき２，０００円
・収集運搬業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき１，０００円
・浄化槽清掃業許可証再交付手数料
　　　　　　　１件につき１，０００円
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23

様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

関　係　項　目 　　　環境対策関係 分　   科　   会 環境保全分科会

協　議　項　目 ２５　各種事務事業の取扱い 専　門　部　会 環境部会

区　　　　　分
構　　　　　　　成　　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　　村　　　　　　　の　　　　　　　現　　　　　　　況

津　　　　市 久　居　市 河　芸　町 芸　濃　町 美　里　村 安　濃　町
共同汚水処理施設
修繕工事補助

①修繕工事費が100万円以上の
場合
（ｱ）開発面積が2.5ha以上又は
計画住宅戸数100戸以上の住宅
団地であること。
（ｲ）処理施設の能力が1日あた
り100? 以上であること。
②修繕工事費が30万円以上の
場合
（ｱ）開発面積が1.3ha以上2.5ha
未満、又は計画住宅戸数55戸
以上100戸未満の住宅団地であ
ること。
（ｲ）処理施設の能力が1日あた
り９0? 以上１００? 未満であるこ
と。
補助金の額
修繕工事に要する経費の1/3に
相当する額。300万円を限度。住
民で組織するものに限る。

H13年度実績　　4,319千円
H14年度実績　　2,687千円

ー 　修繕工事費が１件あたり３０万
円以上のものに限る。
（１） 開発面積が2.5ha以上又は
計画された住宅戸数が50戸以
上あること。
（２） 使用開始後５年以上を経過
し、浄化槽法に規定する保守管
理、清掃、定期検査が確実に行
われ、適切な管理がなされてい
ること。
（３） 処理施設の能力が１日あた
り100? 以上であること。
　補助金の額
修繕工事に要する経費の1/3以
内、1団体300万円限度。自治
会、管理組合が運営するもの。
２施設あり

H13年度実績　　　433千円
H14年度実績　　1,590千円

ー ー 　工事の経費が３０万円以上の
もので
①町と宅地開発協議された３０
戸以上の住宅団地
②供用開始後５年以上経過して
いること
③処理能力が１日あたり２０立
方メートル以上であること。
（補助金額）
修繕工事に要する経費の３分の
１以内、同一年度内
３００万円限度。
（修繕工事の内容）
送風機、破砕機、ポンプ類、電
気設備、散気装置、その他町長
が必要と認める修繕工事。
対象　自治会のみ5施設

H14年度実績　1,134千円　１件
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様式４

津　地　区　合　併　協　議　会　　　調　整　内　容　表

調　整　の　内　容 ２３．津市の例により調整する。（合併と同時）

構 成 市 町 村 の 現 況
調整の具体的内容

香 良 洲 町 一　志　町 白　山　町 美　杉　村
ー ー ー ー 自治会等で管理する一定規模以上の修繕工事に対して補助金を交付する現制度を津

市の修繕工事補助内容に合わせる。
補助対象戸数について安濃町の30戸以上からとしており、これに合わせる。

調整案による対象施設数
津市　　　１２施設
河芸町　　２施設
安濃町　　４施設
合　計　　１８施設
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